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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から被検眼の眼底へ励起光を照射させると共に，眼底からの蛍光を受光した受光素
子からの信号に基づいて被検眼の眼底の第１蛍光造影画像を経時的に複数枚撮影する撮影
制御手段であって、輝度に関する撮影条件のフィードバック制御をしながら前記第１蛍光
造影画像の撮影を行う撮影制御手段と、
　前記第１蛍光造影画像のうち、入力インターフェイスを介した操作入力によって検者か
ら指定される一部の領域に、関心領域を設定する関心領域設定手段と、
　前記第１蛍光造影画像の前記関心領域における輝度情報に基づいて前記関心領域におけ
るコントラストを前記第１蛍光造影画像に対して伸長するコントラスト調整処理手段と、
　前記コントラスト調整処理手段によってコントラストが伸長された前記関心領域内の画
像である第２蛍光造影画像と、前記コントラスト調整処理手段によってコントラストが伸
長されていない前記第１蛍光造影画像とをモニタ上で並べて表示し、その際、前記第２蛍
光造影画像を前記第１蛍光造影画像に対して拡大表示する表示制御手段と、を有する眼底
撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、蛍光造影撮影が可能な眼底撮影装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来より、フルオルセイン，インドシアニングリーン等といった蛍光造影剤を被検者の
血管に注入し、被検眼に循環してきた蛍光造影剤に対して励起光を照射させ、蛍光発光す
る眼底を経時的に撮影する蛍光造影検査が、主として眼科分野において行われている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　検査の結果として得られる蛍光造影画像は、血管内の血液の流れの状態、および、通常
の眼底検査では発見が困難な病変を確認するために利用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－５９４００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　蛍光造影材の循環に応じて、蛍光の明るさ、および蛍光が発せられる位置は、経時的に
変化する。これに対し、蛍光造影画像の画像全体において、白とび，黒つぶれが抑制され
た良好な輝度バランスの画像を、各撮影タイミングで安定して得るために、ＡＧＣ（オー
トゲインコントロール）等の手法を用いることが考えられる。
【０００６】
　しかしながら、例えば、蛍光造影画像の全体において白とび、黒つぶれが抑制されるよ
うに画像全体の輝度バランスが調整されたとしても、必ずしも、検者が注目する領域にお
ける眼底の状態が確認しやすくはならない。
【０００７】
　本開示は、従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、検者が注目する領域におけ
る眼底の状態を確認しやすい蛍光造影画像を得ることを、技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の第１態様に係る眼底撮影装置は、光源から被検眼の眼底へ励起光を照射させる
と共に，眼底からの蛍光を受光した受光素子からの信号に基づいて被検眼の眼底の第１蛍
光造影画像を経時的に複数枚撮影する撮影制御手段であって、輝度に関する撮影条件のフ
ィードバック制御をしながら前記第１蛍光造影画像の撮影を行う撮影制御手段と、前記第
１蛍光造影画像のうち、入力インターフェイスを介した操作入力によって検者から指定さ
れる一部の領域に、関心領域を設定する関心領域設定手段と、前記第１蛍光造影画像の前
記関心領域における輝度情報に基づいて前記関心領域におけるコントラストを前記第１蛍
光造影画像に対して伸長するコントラスト調整処理手段と、前記コントラスト調整処理手
段によってコントラストが伸長された前記関心領域内の画像である第２蛍光造影画像と、
前記コントラスト調整処理手段によってコントラストが伸長されていない前記第１蛍光造
影画像とをモニタ上で並べて表示し、その際、前記第２蛍光造影画像を前記第１蛍光造影
画像に対して拡大表示する表示制御手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示によれば、検者が関心を持っている領域における眼底の状態を確認しやすい蛍光
造影画像が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例に係るＳＬＯの光学系を示す図である。
【図２】実施例の分光部によって眼底からの光が分光された結果として、各受光素子に受
光される光の波長域と、用途とを示した表である。
【図３】実施例に係るＳＬＯの制御系を示す図である。



(3) JP 6957842 B2 2021.11.2

10

20

30

40

50

【図４】一連の蛍光造影検査における動作例を示したフローチャートである。
【図５】第１蛍光造影画像および第２蛍光造影画像の表示例を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
「概要」
　以下、実施形態に基づいて本開示の眼底撮影装置を説明する。眼底撮影装置は、眼底の
正面画像を撮影する。眼底撮影装置は、正面画像の１種として、蛍光造影画像を撮影可能
である。眼底撮影装置は、他の正面画像として、反射画像を撮影可能であってもよい。蛍
光造影画像は、眼底血管に投与された蛍光造影剤の蛍光発光による撮影画像である。反射
画像は、眼底に照射した照明光の眼底反射光による撮影画像である。
【００１２】
　本開示の眼底撮影装置は、眼底カメラであってもよいし、ＳＬＯ（走査型レーザー検眼
鏡：Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｌａｓｅｒ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ）であってもよい。
但し、必ずしもこれに限定されるものではない。すなわち、少なくとも蛍光造影画像を撮
影する機能を持つ、各種の眼底撮影装置に対して本開示は適用され得る。
【００１３】
　眼底撮影装置は、撮影制御部と、関心領域設定部と、取得部と、を少なくとも有する。
また、眼底撮影装置は、更に。表示制御部を有していてもよい。これらの各部は、一体で
あってもよい。例えば、各種動作を司る眼科撮影装置の制御部（例えば、プロセッサ）に
よって各部は兼用されていてもよい。また、各部の一部又は全部が別体で構成されていて
もよい。
【００１４】
　また、眼科撮影装置は、撮影光学系を有していてもよい。撮影光学系は、正面画像の撮
影に利用される主要な光学系であって、少なくとも受光素子を含む。この受光素子からの
信号に基づいて正面画像が形成される。
【００１５】
　＜撮影制御部＞
撮影制御部は、眼底撮影装置における撮影動作を制御する。撮影制御部は、光源から被検
眼の眼底へ励起光を照射させる。また、撮影制御部は、眼底からの蛍光を受光した受光素
子からの信号に基づいて、眼底の蛍光造影画像を撮影する。
【００１６】
　撮影制御部は、一度の検査で、経時的に複数枚の蛍光造影画像を撮影してもよい。各蛍
光造影画像の撮影タイミングは、検査中に一定間隔で到来する必要はなく、例えば、検査
中の各期間（例えば、造影初期、造影中期、および、造影後期の各期間）で、適宜撮影タ
イミングが設定されていてもよい。例えば、検査中の時間経過を計測する（カウントする
）タイマ（例えば、造影タイマ）が、予め定められた時間を計測したとき（予め定められ
たカウントとなったとき）に、撮影制御部によって撮影が実行されてもよい。また、検者
によるレリーズ操作の入力を受け付けた場合に、撮影制御部が蛍光造影画像の撮影を実行
してもよい。
【００１７】
　撮影結果として得られる蛍光造影画像は、連続して取得される複数枚の画像の加算画像
であってもよい。なお、加算画像は、単純加算画像に限られるものではなく、加算平均画
像、または、加重平均画像等であってもよい。
【００１８】
　＜表示制御部＞
表示制御部は、撮影制御部によって撮影された蛍光造影画像をモニタに表示させる。連続
して蛍光造影画像が撮影される場合、表示制御部は、連続した蛍光造影画像によるライブ
画像を、モニタに表示させてもよい。ここでいうライブ画像は、実質的にリアルタイムに
撮影された画像である。
【００１９】
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　＜関心領域設定部＞
関心領域設定部は、蛍光造影画像の一部に、関心領域を設定する。関心領域は、入力イン
ターフェイスを介した操作入力によって検者から指定される一部の領域に設定される。こ
の場合、関心領域は、蛍光造影画像上の任意の位置に設定可能であってもよい。関心領域
は、例えば、蛍光造影画像の中で、特に検者が注目する領域に設定されてもよい。より具
体的には、血液の流れの状態、および、病変等のいずれかを確認したいと検者が考える領
域に対して、関心領域が設定されてもよい。関心領域のサイズおよび形状は、それぞれ一
定であってもよいし、操作入力に応じて変形可能であってもよい。
【００２０】
　入力インターフェイスとしては、種々のデバイスが考えられる。例えば、タッチパッド
、マウス、キーボード、および、眼科撮影装置に備え付けのスイッチ等のうち、少なくと
もいずれかが入力インターフェイスとして利用されてもよい。
【００２１】
　関心領域の設定に際し、関心領域設定部は、蛍光造影画像、反射画像、又は、その両方
、をモニタへ表示させてもよい。検者は、モニタへ表示される眼底の正面画像を確認しな
がら、少なくとも関心領域の位置を、入力インターフェイスを介して指定してもよい。モ
ニタに表示される何れかの正面画像上でカーソルをセットすることで、そのカーソルを基
準とした位置に関心領域が設定されてもよい。例えば、反射画像にカーソルがセットされ
ることで、そのカーソルの設置位置と対応する蛍光造影画像の領域に対して、関心領域が
設定されてもよい。関心領域の大きさ、および、形状は、一定であってもよいし、変更可
能であってもよい。関心領域の大きさ、形状、又は、その両方が変更可能である場合、例
えば、入力インターフェイスを介した操作に応じて変更される構成であってもよい。
【００２２】
　なお、撮影制御部による撮影の結果とし得られた蛍光造影画像であって、関心領域設定
部により関心領域が設定される画像を、以下、「第１蛍光造影画像」と称する。
【００２３】
　＜取得部＞
　取得部は、第２蛍光造影画像を取得する。取得部は、第１蛍光造影画像の関心領域にお
ける輝度情報を取得し、取得した輝度情報に基づいて、関心領域におけるコントラストが
第１蛍光造影画像に対して伸長された画像を第２蛍光造影画像として得る。コントラスト
が伸長される際には、関心領域そのもののコントラストに関する情報が輝度情報として取
得され、取得された輝度情報に基づいてコントラストの伸長量（補正量）が導出される。
関心領域そのもののコントラストに関する情報は、主に、関心領域に含まれる複数の画素
の輝度値に基づく。具体的には、関心領域における輝度値の最大および最小に関する情報
であってもよいし、関心領域における輝度値の分散、または、標準偏差に関する情報であ
ってもよい。また、関心領域における輝度値のヒストグラムから検出された情報に基づい
て、コントラストの伸長量が導出されてもよい。
【００２４】
　取得部は、更に、第１蛍光造影画像の関心領域から取得された輝度情報に基づいて，少
なくとも関心領域におけるブライトネスが補正されてもよい。取得部は、ブライトネス補
正後の画像を、第２蛍光造影画像として取得してもよい。ブライトネスのオフセット量（
つまり、補正量）は、主に、関心領域そのもののブライトネスに関する情報が輝度情報と
して取得され、取得された輝度情報に基づいて導出されてもよい。関心領域そのもののブ
ライトネスに関する情報は、例えば、関心領域における輝度値の平均値、中央値、および
、最頻値、のいずれかであってもよい。この場合、これらのブライトネスに関する情報と
、予め定められた目標値との差分が、オフセット量として取得されてもよい。また、関心
領域における輝度値のヒストグラムから検出された情報に基づいて、ブライトネスの伸長
量が導出されてもよい。
【００２５】
　取得部による輝度情報の補正は、このような補正に限らず、例えば、ガンマ値の補正等
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他のパラメータが補正されてもよい。
【００２６】
　このような輝度情報の調整の結果として、第２蛍光造影画像では、関心領域内での蛍光
を発する箇所が第１蛍光造影画像に対してより強調（明確化）される。
【００２７】
　第２蛍光造影画像は、例えば、第１蛍光造影画像に対し、コントラストおよびブライト
ネスの少なくともいずれかを調整する画像処理が行われた結果、生成・取得されてもよい
。または、第２蛍光造影画像は、第１蛍光造影画像とは輝度に関する撮影条件を異ならせ
て撮影制御部が撮影した画像（蛍光造影画像）であってもよい。
【００２８】
　また、コントラストおよびブライトネスの調整は、画像処理ではなく、ハードウェアの
制御によって行われてもよい。例えば、受光素子からの信号強度のオフセットによってブ
ライトネスが調整されてもよい。また、受光素子の感度を変更することで、コントラスト
が調整されてもよい。
【００２９】
　第１蛍光造影画像に対する画像処理で第２蛍光造影画像を生成・取得する場合、元の第
１蛍光造影画像と、第２蛍光造影画像との両方を、取得部は、メモリに記憶してもよい。
つまり、取得部は、第１蛍光造影画像と共に、該第１蛍光造影画像と撮影タイミングが同
一の第２蛍光造影画像をメモリに記憶させてもよい。
【００３０】
　第２蛍光造影画像は、第１蛍光造影画像における関心領域を主な画像範囲とする画像で
あってもよい。換言すれば、第１蛍光造影画像における関心領域を少なくとも含み、第１
蛍光造影画像において関心領域から（少しでも、または、ある閾値以上）離れた領域を含
まない画像であってもよい。
【００３１】
　生成された第２蛍光造影画像は、表示制御部によってモニタへ表示されてもよい。その
際、第１蛍光造影画像、反射画像、または、その両方と共に、第２蛍光造影画像が表示さ
れてもよい。
【００３２】
　第１蛍光造影画像への画像処理によって第２蛍光造影画像が生成される場合、第２蛍光
造影画像と共に、撮影タイミングが互いに同じ正面画像（例えば、第１蛍光造影画像、反
射画像等）がモニタに表示されてもよい。例えば、図５では、正面画像の一例である第１
蛍光造影画像を、符号Ｍで示し、第２蛍光造影画像を符号Ｎで示す。また、その正面画像
上に、関心領域の位置を示すグラフィックが重畳表示されてもよい。例えば、入力インタ
ーフェイスを介してモニタ上の正面画像に対して関心領域を設定し、その関心領域につい
ての第２蛍光造影画像が生成・表示される構成であれば、その設定に利用されるカーソル
等のグラフィックが、関心領域の位置を示すグラフィックとして兼用されてもよい。
【００３３】
　また、第１蛍光造影画像と共に、第２蛍光造影画像がモニタへ表示される場合、第２蛍
光造影画像は、同時に表示される他の正面画像に対し、拡大されて（換言すれば、高い表
示倍率で）表示されてもよい。第２蛍光造影画像が単純に他の正面画像よりも拡大表示さ
れると、解像度の低さが目立ってしまうおそれが考えられる。そこで、例えば、第２蛍光
造影画像が拡大表示される場合、表示制御部は、拡大した第２蛍光造影画像へ平滑化処理
を行ったうえで表示してもよい。これによって、検者が注目する領域における蛍光の発光
状態を、検者は良好に把握しやすくなる。
【００３４】
　＜実施例＞
　以下、実施例を説明する。本実施例におけるＳＬＯ１は、レーザー光を眼底上で走査し
、眼底からのレーザー光の戻り光を受光することによって眼底の正面画像を取得する装置
である。なお、以下の説明において、ＳＬＯ１は、観察面上でスポット上に集光されるレ
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ーザー光を、走査部の動作に基づき，２次元的に走査することで眼底画像を得るものとす
る。
【００３５】
　＜光学構成＞
　初めに、図１を参照して、ＳＬＯ１に設けられた光学系を説明する。図１に示すように
、ＳＬＯ１は、照射光学系１０と、受光光学系２０と、を有する（まとめて、「撮影光学
系」と称す）。ＳＬＯ１は、これらの光学系１０，２０を用いて眼底画像を撮影する。
【００３６】
　照射光学系１０は、少なくとも走査部１６と、対物レンズ系１７と、を含む。また、図
１に示すように、照射光学系１０は、更に、レーザー光出射部１１、コリメーティングレ
ンズ１２、穴開きミラー１３、レンズ１４（本実施例において、視度調節部４０の一部）
、および、レンズ１５を有してもよい。
【００３７】
　レーザー光出射部１１は、照射光学系１０の光源である。本実施例では、レーザー光出
射部１１からのレーザー光が、照射光学系１０から眼底Ｅｒへ照射される照明光として利
用される。レーザー光出射部１１は、例えば、レーザーダイオード（LD）、および、スー
パールミネッセントダイオード（SLD）等を含んでいてもよい。具体的な構造についての
説明は省略するが、レーザー光出射部１１は、少なくとも１種類以上の波長域の光を出射
する。本実施例では、複数色の光が、同時に、又は選択的に、レーザー光出射部１１から
出射されるものとする。例えば、本実施例では、レーザー光出射部１１から、青，緑，赤
の可視域の３色と、赤外域の１色と、の計４色の光が出射される。各色の光は、同時に、
又は、交互に出射可能である。青，緑，赤の可視域の３色は、例えば、カラー撮影に利用
される。ここでいう同時は、厳密に同時である必要はなく、それぞれの波長の光の出射タ
イミングにタイムラグがあってもよい。タイムラグは、例えば、それぞれの波長の光に基
づいて形成される眼底画像において、眼球運動による画像間のずれが許容される範囲であ
ってもよい。
【００３８】
　例えば、光源１１から青，緑，赤の３色が実質的に同時に出射されることによって、カ
ラー撮影が行われる。また、可視域の３色のうち、いずれか１色が、可視蛍光撮影に利用
されてもよい。例えば、青色の光が、可視蛍光撮影の一種であるＦＡ撮影（フルオレセイ
ン蛍光造影撮影）に利用されてもよい。また、例えば、緑色の光が、ＦＡＦ撮影（Fundus
 Auto-Fluorescence：自発蛍光）に利用されてもよい。つまり、眼底に蓄積された蛍光物
質（例えば、リポフスチン）の励起光として利用されてもよい。また、例えば、赤外域の
光は、赤外域の眼底反射光を用いる赤外撮影の他、赤外蛍光撮影に利用されてもよい。例
えば、赤外蛍光撮影には、ＩＡ撮影（インドシアニングリーン蛍光造影撮影）が知られて
いる。この場合、レーザー光源１１から出射される赤外光は、ＩＡ撮影で使用されるイン
ドシアニングリーンの蛍光波長とは異なる波長域に設定されていることが好ましい。
【００３９】
　レーザー光は、図１に示した光線の経路にて眼底Ｅｒに導かれる。つまり、レーザー光
出射部１１からのレーザー光は、コリメーティングレンズ１２を経て穴開きミラー１３に
形成された開口部を通り、レンズ１４およびレンズ１５を介した後、走査部１６に向かう
。走査部１６によって反射されたレーザー光は、対物レンズ系１７を通過した後、被検眼
Ｅの眼底Ｅｒに照射される。その結果、レーザー光は、眼底Ｅｒで反射・散乱される、或
いは、眼底に存在する蛍光物質を励起させ、眼底からの蛍光を生じさせる。これらの光（
つまり、反射・散乱光および蛍光等）が、戻り光として、瞳孔から出射される。
【００４０】
　本実施例において、図１に示すレンズ１４は、視度調節部４０の一部である。視度調節
部４０は、被検眼Ｅの視度の誤差を矯正（軽減）するために利用される。例えば、レンズ
１４は、駆動機構１４ａによって、照射光学系１０の光軸方向へ移動可能である。レンズ
１４の位置に応じて、照射光学系１０および受光光学系２０の視度が変わる。このため、
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レンズ１４の位置が調節されることで、被検眼Ｅの視度の誤差が軽減され、その結果とし
て、レーザー光の集光位置が、眼底Ｅｒの観察部位（例えば、網膜表面）に設定可能とな
る。なお、視度調節部４０は、例えば、バダール光学系など、図１とは異なる光学系が適
用されてもよい。
【００４１】
　走査部１６（「光スキャナ」ともいう）は、光源（レーザー光出射部１１）から発せら
れたレーザー光を、眼底上で走査するためのユニットである。以下の説明では、特に断り
が無い限り、走査部１６は、レーザー光の走査方向が互いに異なる２つの光スキャナを含
むものとする。即ち、主走査用（例えば、Ｘ方向への走査用）の光スキャナ１６ａと、副
走査用（例えば、Ｙ方向への走査用）の光スキャナ１６ｂと、を含む。以下では、主走査
用の光スキャナ１６ａはレゾナントスキャナであり、副走査用の光スキャナ１６ｂはガル
バノミラーであるものとしてを説明する。但し、各光スキャナ１６ａ，１６ｂには、他の
光スキャナが適用されてもよい。例えば、各光スキャナ１６ａ，１６ｂに対し、他の反射
ミラー（ガルバノミラー、ポリゴンミラー、レゾナントスキャナ、および、ＭＥＭＳ等）
の他、光の進行（偏向）方向を変化させる音響光学素子（ＡＯＭ）等が適用されてもよい
。
【００４２】
　対物レンズ系１７は、ＳＬＯ１の対物光学系である。対物レンズ系１７は、走査部１６
によって走査されるレーザー光を、眼底Ｅｒに導くために利用される。そのために、対物
レンズ系１７は、走査部１６を経たレーザー光が旋回される旋回点Ｐを形成する。旋回点
Ｐは、照射光学系１０の光軸Ｌ１上であって、対物レンズ系１７に関して走査部１６と光
学的に共役な位置に形成される。なお、本開示において「共役」とは、必ずしも完全な共
役関係に限定されるものではなく、「略共役」を含むものとする。即ち、眼底画像の利用
目的（例えば、観察、解析等）との関係で許容される範囲で、完全な共役位置からズレて
配置される場合も、本開示における「共役」に含まれる。但し、ＳＬＯ１の対物光学系は
、レンズ系に限定されるものではなく、ミラー系であってもよいし、レンズ系とミラー系
とを組み合わせたものでもあってもよいし、その他の光学系であってもよい。
【００４３】
　走査部１６を経たレーザー光は、対物レンズ系１７を通過することによって、旋回点Ｐ
を経て、眼底Ｅｒに照射される。このため、対物レンズ系１７を通過したレーザー光は、
走査部１６の動作に伴って旋回点Ｐを中心に旋回される。その結果として、本実施例では
、眼底Ｅｒ上でレーザー光が２次元的に走査される。眼底Ｅｒに照射されたレーザー光は
、集光位置（例えば、網膜表面）にて反射される。また、レーザー光は、集光位置の前後
の組織にて散乱される。反射光および散乱光は、平行光としてそれぞれ瞳孔から出射する
。
【００４４】
　次に、受光光学系２０について説明する。受光光学系２０は、１つ又は複数の受光素子
を持つ。例えば、図１に示すように、複数の受光素子２５，２７，２９を有してもよい。
この場合、照射光学系１０によって照射されたレーザー光による眼底Ｅｒからの光は、受
光素子２５，２７，２９によって受光される。
【００４５】
　図１に示すように、本実施例における受光光学系２０は、対物レンズ系１７から穴開き
ミラー１３までに配置された各部材を、照射光学系１０と共用してもよい。この場合、眼
底からの光は、照射光学系１０の光路を遡って、穴開きミラー１３まで導かれる。穴開き
ミラー１３は、被検眼の角膜，および，装置内部の光学系（例えば対物レンズ系のレンズ
面等）での反射によるノイズ光の少なくとも一部を取り除きつつ、眼底Ｅｒからの光を、
受光光学系２０の独立光路へ導く。
【００４６】
　なお、照射光学系１０と受光光学系２０とを分岐させる光路分岐部材は、穴開きミラー
１３に限られるものではなく、その他のビームスプリッターが利用されてもよい。
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【００４７】
　本実施例の受光光学系２０は、穴開きミラー１３の反射光路に、レンズ２１、ピンホー
ル板２３、および、光分離部（光分離ユニット）３０を有する。また、光分離部３０と各
受光素子２５，２７，２９との間に、レンズ２４，２６，２８が設けられている。本実施
例において、光分離部（光分離ユニット）３０が、分光部として利用される。更に、本実
施例の受光光学系２０は、フィルタ挿脱部４５を有している。
【００４８】
　ピンホール板２３は、眼底共役面に配置されており、ＳＬＯ１における共焦点絞りとし
て機能する。すなわち、視度調節部４０によって視度が適正に補正される場合において、
レンズ２１を通過した眼底Ｅｒからの光は、ピンホール板２３の開口において焦点を結ぶ
。ピンホール板２３によって、眼底Ｅｒの集光点（あるいは、焦点面）以外の位置からの
光が取り除かれ、残り（集光点からの光）が主に受光素子２５，２７，２９へ導かれる。
【００４９】
　光分離部３０は、眼底Ｅｒからの光を分離させる。本実施例では、光分離部３０によっ
て、眼底Ｅｒからの光が波長選択的に光分離される。また、光分離部３０は、受光光学系
２０の光路を分岐させる光分岐部を兼用していてもよい。例えば、図１に示すように、光
分離部３０は、光分離特性（波長分離特性）が互いに異なる２つのダイクロイックミラー
（ダイクロイックフィルター）３１，３２を含んでいてもよい。受光光学系２０の光路は
、２つのダイクロイックミラー３１，３２によって、３つに分岐される。また、それぞれ
の分岐光路の先には、受光素子２５，２７，２９の１つがそれぞれ配置される。
【００５０】
　例えば、光分離部３０は、眼底Ｅｒからの光の波長を分離させ、３つの受光素子２５，
２７，２９に、互いに異なる波長域の光を受光させる。例えば、青，緑，赤の３色の光を
、受光素子２５，２７，２９に１色ずつ受光させてもよい。この場合、各受光素子２５，
２７，２９の受光結果から、カラー画像を得ることができる。
【００５１】
　また、光分離部３０は、赤外撮影で使用される赤外域の光を、受光素子２５，２７，２
９の少なくとも１つに受光させる。この場合において、例えば、蛍光撮影で使用される蛍
光と、赤外撮影で使用される赤外域の光とが、互いに異なる受光素子に受光されてもよい
。
【００５２】
　図２を参照し、本実施例における光分離部３０の分光特性を説明する。受光素子２５側
の光路には、ダイクロイックミラー３１によって反射される波長域の光が導かれる。ダイ
クロイックミラー３１は、赤色の波長域の光と赤外域（第１赤外域）の光とを少なくとも
反射し、それ以外の波長域の光を透過する。その後、フィルタ３３によって、更に一部の
波長域が取り除かれる。フィルタ３３を透過した光は、レンズ２４を介して受光素子２５
へ受光される。図２に示すように、結果として、受光素子２５では、赤色の波長域の光と
赤外域（第１赤外域）の光とが受光される。赤色の波長域は、例えば、カラー撮影に利用
される。また、第１赤外域は、例えば、ＩＡ撮影に利用される。つまり、本実施例では、
インドシアニングリーンの蛍光波長である赤外成分が含まれるように、第１赤外域は設定
される。また、本実施例において受光素子２５で受光される赤色の波長域には、リポフス
チンによる自発蛍光の波長域の一部が含まれている（図２参照）。
【００５３】
　受光素子２７側の光路には、ダイクロイックミラー３１を透過し、且つ、ダイクロイッ
クミラー３２によって反射される波長域の光が導かれる。本実施例において、ダイクロイ
ックミラー３２は、緑色の波長域の光を少なくとも反射する。反射光のうち、フィルタ３
４を透過した波長域の光が、レンズ２５を介して受光素子２５で受光される。図２に示す
ように、結果として、受光素子２７では、緑色の波長域の光が受光される。緑色の波長域
は、カラー撮影に利用される。また、緑色の波長域は、ＦＡ撮影に利用されてもよい。つ
まり、本実施例では、フルオレセインの蛍光波長である緑色成分が含まれるように、緑色
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の波長域が設定されてもよい。また、本実施例において受光素子２７で受光される緑色の
波長域には、リポフスチンによる自発蛍光の波長域の一部が含まれている（図２参照）。
【００５４】
　受光素子２９側の光路には、２つのダイクロイックミラー３１，３２を透過する波長域
の光が導かれる。本実施例では、青色の波長域の光と、赤外域の光とが少なくとも透過さ
れる。なお、各ダイクロイックミラー３１，３２を透過する赤外光は、ダイクロイックミ
ラー３１で反射される赤外光に対し、短波長側の波長域を持つ。各ダイクロイックミラー
３１，３２を透過した光のうち、フィルタ３５を透過した波長域の光が、レンズ２７を介
して受光素子２９で受光される。図２に示すように、結果として、受光素子２９では、青
色の波長域の光と、第１赤外域と比べて短波長側の第２赤外域の光と、が受光される。青
色の波長域は、例えば、カラー撮影に利用される。また、第２赤外域は、例えば、赤外撮
影に利用される。
＜制御系の構成＞
　次に、図３を参照して、ＳＬＯ１の制御系を説明する。ＳＬＯ１は、制御部７０によっ
ての各部の制御が行われる。制御部７０は、ＳＬＯ１の各部の制御処理と、演算処理とを
行う電子回路を有する処理装置（プロセッサ）である。制御部７０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）およびメモリ等で実現される。制御部７０は
、記憶部７１と、バス等を介して電気的に接続されている。また、制御部７０は、レーザ
ー光出射部１１、受光素子２５，２７，２９、駆動部１４ａ、走査部１６、入力インター
フェイス７５、およびモニタ８０等の各部とも電気的に接続されている。
【００５５】
　記憶部７１には、各種の制御プログラムおよび固定データ等が格納される。また、記憶
部７１には、一時データ等が記憶されてもよい。ＳＬＯ１で得られた画像は、記憶部７１
に記憶されていてもよい。但し、必ずしもこれに限られるものではなく、外部の記憶装置
（例えば、ＬＡＮおよびＷＡＮで制御部７０に接続される記憶装置）へＳＬＯ１で得られ
た画像が記憶されてもよい。
【００５６】
　本実施例では、制御部７０が画像処理部（画像形成部）、および、モード切替部を兼用
する。画像処理部として、制御部７０は、例えば、受光素子２５，２７，２９から出力さ
れる受光信号を基に眼底画像を形成する。より詳細には、制御部７０は、走査部１６によ
る光走査と同期して眼底画像を形成する。例えば、制御部７０は、副走査用の光スキャナ
１６ｂがｎ回（ｎは、１以上の整数）往復する度に、少なくとも１フレーム（換言すれば
、１枚）の眼底画像を、（受光素子毎に）形成する。なお、以下では、特段の断りが無い
限り、便宜上、副走査用の光スキャナ１６ｂの１往復につき、その１往復に基づく１フレ
ームの眼底画像が形成されるものとする。本実施例では、３つの受光素子２５，２７，２
９が設けられているので、制御部７０は、それぞれの受光素子２５，２７，２９からの信
号に基づく最大３種類の画像を、副走査用の光スキャナ１６ｂが１往復する度に生成する
。
【００５７】
　制御部７０は、上記のような装置の動作に基づいて逐次形成される複数フレームの眼底
画像を、観察画像として時系列にモニタ８０へ表示させてもよい。観察画像は、略リアル
タイムに取得された眼底画像からなる動画像である。また、制御部７０は、逐次形成され
る複数の眼底画像のうち一部を、撮影画像（キャプチャ画像）として取り込む（キャプチ
ャする）。その際、撮影画像は記憶媒体に記憶される。撮影画像が記憶される記憶媒体は
、不揮発性の記憶媒体（例えば、ハードディスク，フラッシュメモリ等）であってもよい
。
【００５８】
　入力インターフェイス７５は、検者の操作を受け付ける操作部である。例えば、タッチ
パネル、マウス、および、キーボード等が、入力インターフェイス７５として利用されて
もよい。このような入力インターフェイス７５は、ＳＬＯ１とは別体のデバイスであって
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もよい。制御部７０は、入力インターフェイス７５（操作部）から出力される操作信号に
基づいて、上記の各部材を制御する。入力インターフェイス７５には、例えば、撮影モー
ドを選択するための操作、レリーズのための操作等のいずれかが入力されてもよい。
【００５９】
　＜動作説明＞
　次に、図４のフローチャートを参照し、実施例に係る装置の動作を説明する。図４のフ
ローチャートは、一連の蛍光造影検査における装置の動作例を説明するものである。まず
、反射画像による観察画像の取得および表示が開始される（Ｓ１）。反射画像を撮影する
ために、赤外域の光が被検眼Ｅへ照射される。これにより、本実施例では、受光素子２９
からの出力信号に基づいて、反射画像が得られる。そして、逐次取得される反射画像によ
る観察画像が、モニタ８０へ表示される。
【００６０】
　次に、制御部７０によって、撮影条件が、予め定められた初期値に設定されてもよい（
Ｓ２）。ここでは、少なくとも蛍光造影画像における光量、ゲイン、または、その両方に
ついての初期値が設定される。
【００６１】
　また、図示なきタイマ（例えば、造影タイマ）によって計時が開始されてもよい（Ｓ３
）。計時（撮影時間の計測）は、被検者に造影剤が注入されるタイミングで開始されるこ
とが好ましい。計時結果は、例えば、制御部７０が、撮影タイミングを検出するために利
用されてもよいし、各々の蛍光造影画像における撮影時期を把握するために利用されても
よい。タイマで計時される時間（換言すれば、一連の蛍光造影検査における経過時間）は
、モニタ８０に表示されてもよい。
【００６２】
　なお、以下では、計時開始後、いくつかの予め定められたタイミングが到来する度に、
制御部７０が第１蛍光造影画像を自動で撮影するものとして説明する。但し、必ずしもこ
れに限られるものではなく、計時開始後、手動でレリーズ操作が行われる度に、第１蛍光
造影画像の撮影が行われてもよい。
【００６３】
　そして、事前に設定されている撮影条件にて、１フレーム分の第１蛍光造影画像が撮影
される（Ｓ４）。本実施例では、ＦＡ撮影の場合は、レーザー光出射部１１から青色の光
を出射させ、受光素子２７から出力される信号に基づいて、第１蛍光造影画像が得られる
。また、ＩＡ撮影の場合は、レーザー光出射部１１から赤外域の光を出射させ、受光素子
２５から出力される信号に基づいて、第１蛍光造影画像が得られる。また、ＦＡ撮影また
はＩＡ撮影と同時に、受光素子２９からの信号に基づいて、反射画像が撮影される。これ
により、例えば、第１蛍光造影画像における撮影範囲を、反射画像を用いて特定すること
が可能となる。
【００６４】
　ＦＡ撮影、ＩＡ撮影のいずれにおいても、眼底からの蛍光は微弱であり、それは、造影
初期、造影後期においては特に顕著である。このため、例えば、Ｓ４の処理では、受光素
子２５または受光素子２７からの信号に基づいて、複数フレーム分の蛍光による眼底画像
を連続して取得し、それらを加算（加算平均、加重平均等でもよい）することで、良好な
第１蛍光造影画像を得てもよい。加算の際、各々の蛍光による眼底画像は、各々と同時に
取得された反射画像での位置合わせ結果を用いて、互いに位置合わせしてもよい。より詳
細な手法については、本出願による特開２０１６－５９４００号公報等を参照されたい。
【００６５】
　本実施例において、撮影された第１蛍光造影画像は、メモリに記憶される。このとき、
第１蛍光造影画像と同時に取得された反射画像が、第１蛍光造影画像と対応づけられて、
あわせてメモリに記憶されてもよい。１回の蛍光造影検査において取得される複数の画像
は、互いに関連づけられてメモリに記憶されてもよい。例えば、蛍光造影検査毎にフォル
ダを生成し、そのフォルダ内に１回の蛍光造影検査において取得される全ての画像が記憶
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されてもよい。
【００６６】
　また、撮影された第１蛍光造影画像は、モニタ８０へ表示される。モニタ８０には、常
に直近（直前）に撮影された第１蛍光造影画像が表示されてもよい。また、第１蛍光造影
画像と共に、その第１蛍光造影画像と同時に撮影された反射画像がモニタ８０へ表示され
てもよい。これにより、第１蛍光造影画像の撮影範囲、および、画像中の各位置を、反射
画像を介して検者に把握させることができる。
【００６７】
　本実施例では、第１蛍光造影画像に関する光量、ゲインまたはその両方のフィードバッ
ク制御が行われる。より具体的には、第１蛍光造影画像に対して予め定められた範囲にお
ける、第１蛍光造影画像の輝度情報（輝度値）に基づいて、次フレームの第１蛍光造影画
像を撮影する際の光量、ゲインまたはその両方が決定される（Ｓ５）。この場合における
予め定められた範囲は、画像に対して位置および大きさが予め定めている。また、画像全
体の輝度バランスを評価するうえで、十分な大きさであることが好ましい。一例として、
第１蛍光造影画像の画像全体のヒストグラムから、次フレームの第１蛍光造影画像を撮影
する際の光量、ゲインまたはその両方が決定されてもよい。
【００６８】
　次に、モニタ８０に表示される第１蛍光造影画像に対し、関心領域が設定されているか
否かが判定される（Ｓ６）。本実施例では、モニタ８０に表示される第１蛍光造影画像に
対してカーソルＣを配置する操作が入力インターフェイスに対して行われることにより、
そのカーソルＣの内部が関心領域として設定される。
【００６９】
　関心領域が設定されている場合は（Ｓ６：Ｙｅｓ）、制御部７０は、関心領域における
第１蛍光造影画像の輝度情報を取得し、その輝度情報に基づいて関心領域における輝度情
報が補正された第２蛍光造影画像を生成する（Ｓ７）。一方、関心領域が設定されていな
ければ（Ｓ６：Ｎｏ）、Ｓ８の処理に進む。
ここで、Ｓ７の処理における輝度情報の補正方法を、より具体的に説明する。関心領域に
おけるヒストグラムの幅を求め、その幅が予め定められた目標値となるように、コントラ
ストが調整される。第１蛍光造影画像における関心領域は、コントラストが小さな領域で
あると考えられるので主には、ヒストグラムが目標値の幅へ伸長される。更に、関心領域
におけるヒストグラムの基準値（例えば、重心、平均値、最頻値、中央値等）を求め、そ
の基準値と、予め定められた目標値との差分を、ブライトネスの補正量として算出・取得
する。そして、取得した補正量分だけ、ブライトネスが調整される。すなわち、第１蛍光
造影画像の各ピクセルにおける輝度情報が変位（オフセット）される。その結果、関心領
域内での蛍光を発する箇所が第１蛍光造影画像に対してより強調（明確化）された第２蛍
光造影画像が生成される。
【００７０】
　第２蛍光造影画像は、モニタ８０へ表示される。モニタ８０へ表示される第２蛍光造影
画像は、図５に示すように、主に、関心領域を含み、その周辺は削除されていてもよい。
また、同時にモニタ８０へ表示される第１蛍光造影画像よりも、拡大表示されてもよい。
拡大表示によって、関心領域における蛍光発光の様子を、検者が容易に確認できる。
【００７１】
　関心領域の設定は、やり直し可能であってもよいし、１枚の第１蛍光造影画像に対し、
互いに異なる位置に複数の関心領域が設定されてもよい。
【００７２】
　第２蛍光造影画像は、元となった（つまり、撮影タイミングが同じ）第１蛍光造影画像
、および、反射画像と対応付けてメモリに記憶されてもよい。所定の操作に応じて（例え
ば、取り込みボタンが操作されることで）、操作時点でモニタ８０に表示されている第２
蛍光造影画像がメモリに記憶されてもよい。本実施例では、第１蛍光造影画像に対する画
像処理によって第２蛍光造影画像が生成されるので、１枚の第１蛍光造影画像を基に、互
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いに位置が異なる複数枚の第２蛍光造影画像が生成され、メモリに記憶されてもよい。後
に、取り込んだ第１蛍光造影画像を再生表示させる際、複数枚の第２蛍光画像が存在して
いれば、制御部７０は、それらを第１蛍光造影画像と同時にモニタに表示させてもよい。
【００７３】
　各フレームの第１蛍光造影画像を撮影する度に、制御部７０は、タイマでの計時結果を
取得し、続けて次フレームの撮影が行われるか否かを計時結果に基づいて判定してもよい
（Ｓ８）。続く撮影が行われない場合（Ｓ８：Ｎｏ）、本処理は終了する。一方、続く撮
影が行われる場合（Ｓ８：Ｙｅｓ）、次フレームの撮影タイミングまで待機した後、再度
、Ｓ４の処理に戻って、撮影を続ける。
【００７４】
　なお、一連の造影撮影において、関心領域が一旦、有効に設定されていれば（例えば、
第２蛍光造影画像が取り込まれた関心領域が存在していれば）、それ以降に撮影される第
１蛍光造影画像に対し、関心領域が同様の位置に初期設定されてもよい。この場合、各第
１蛍光造影画像と同時に撮影される各反射画像において、当初設定された関心領域の位置
を追跡し、その追跡した位置を、各反射画像と同時の第１蛍光造影画像に反映させること
で、各第１蛍光造影画像に対する関心領域の設定が行われてもよい。これにより、時間経
過によって各第１蛍光造影画像間での蛍光発光の状態が変化していても、また、眼の動き
により撮影範囲が変位していても、眼底に対して関心領域を一定に設定できる。その結果
として、検者が所望する領域における蛍光発光の変化を経時的に観察しやすくなる。
【００７５】
　以上、実施形態に基づいて説明を行ったが、本開示を実施するうえで、実施形態の内容
を適宜変更することができる。
【００７６】
　例えば、上記実施例では、蛍光造影検査の間に、第２蛍光造影画像を生成する場合を示
したが、必ずしもこれに限られるものではない。一連の蛍光造影検査によって事前に複数
枚の第１蛍光造影画像を撮影しておき、それから時間を空けて、第１蛍光造影画像に対す
る関心領域の設定と第２蛍光造影画像の生成とが行われてもよい。例えば、関心領域を設
定するために、事前に取得した複数枚の第１蛍光造影画像のうち一枚が表示制御部によっ
てモニタに表示されてもよい。そして、上記実施例と同様、この第１蛍光造影画像上での
検者の所望する位置に関心領域が設定されてもよい。このとき、第２蛍光造影画像は、モ
ニタに表示されている第１蛍光造影画像に基づいて（換言すれば、該第１蛍光造影画像へ
の画像処理によって）、生成されてもよいし、他の第１蛍光造影画像に基づいて生成され
てもよい。他の第１蛍光造影画像に基づいて第２蛍光造影画像を生成する場合、取得手段
は、一連の蛍光造影検査によって取得された複数の第１蛍光造影画像の中から、関心領域
におけるコントラストが最も高い画像を選択し、その画像に基づいて第２蛍光造影画像を
生成してもよい。画像処理でコントラストが伸長される場合、ヒストグラムを構成する各
々のビンの間に、隙間が生じ、第２蛍光造影画像が不自然な画像になってしまう可能性が
ある。これに対し、ベースの第１蛍光造影画像として、関心領域におけるコントラストが
最も高い画像が選択されることで、より輝度変化が自然な第２蛍光造影画像を得ることが
できる。
【符号の説明】
【００７７】
１１　　　レーザー光出射部
２５，２７，２９　　受光素子
７０　　　制御部
７５　　　入力インターフェイス
８０　　　モニタ
Ｃ　　　カーソル
Ｍ　　　第１蛍光造影画像
Ｎ　　　第２蛍光造影画像
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